
  
 
 
 
  

包装基準 968 Section IB に該当するリチウム金属電池 

記載例 1 記載例 2/オーバーパック 

 Section IB 電池に危険物申告書をご使用いただく場合、申告書の作成については、DGR 第 8 章の要件および下記の記載例をご参照ください。 

 

 包装物の総重量が記載さ

れなければならない。 

  

 

これらの記載事項は、その

他の取り扱い注意欄に記載

されなければならない。 

 

“IB”の文言が記載されなけ

ればならない。 
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